
宮田建設工業株式会社 益田支店 

 

【宣言内容】                         認定日：令和６年 ４月 １日 

 

 本社（事業所）は、従業員の仕事と子育ての両立を応援するために、次の取組を行うことを宣言します。 

 

 ■宣言内容 

（１） 有給休暇の取得促進に努めていきます。 

（２） 子供が生まれる際の父親の休暇制度を導入します。 

（３） 学校行事やＰＴＡ活動への積極的な参加を奨励します。 

 

 ■実施している子育て支援 

（１）子どもの看護休暇・介護休暇は、時間単位で取得することができます。 

（２）毎週水曜日はノー残業デーとしています。 

 （３）有給休暇の計画的一斉付与日を設けています。 

（４）従業員の誕生日に特別休暇が取得できます。 

 

 

【企業・団体等の概要】 

項   目 内      容 

所 在 地 〒６９８－００４１ 益田市高津七丁目１６－２３ 

業   種 建設業 

事業内容 建設工事業 一般建築工事他 

従業員 
１０人    (うち女性         ２人) 

        (うち非正規従業員     ０人) 

ホームページ

URL 
http://www.miyatakk.co.jp 

 


